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服装のきまりについて 
陽春の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと存じます。さて、本校の服装のきまりに

ついて次のようにお知らせいたします。ご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。 

 

服装のきまり 

〇 登下校時、黄色帽子、学校指定の標準服を着用します。ブレザーや長ズボンは

常時着用できます。※標準服でない服を着用する場合は保護者の連絡が必要です。 

○ 身だしなみに気を付け、校内では名札をむねに付けます。 

〇 不要な飾りは髪留めに使いません。基本はゴムを使用します。 

〇 セーター、カーディガン、ベストは、黒・紺・茶・グレー・白色を着用します。 

〇 重ね着をする場合は、標準服の上着を着用せずに、セーター、カーディガン、ベストを着て登

校してはいけません。 

〇 半袖のポロシャツやカッターの下に長袖の下着は着ません。長袖の下着を着る場合は長袖カ

ッター、ポロシャツを着用します。 

〇 ティシュやハンカチを入れるポーチを使用する場合は、ひもは使用せずクリップ留めで使用

します。 

〇 着用するものに限らず、全ての持ち物に名前を記入します。 

 

体育時 

〇 タイツ、レギンスは脱ぎます。 

〇 体操服の下にシャツは着用できますが、汗をかいた場合は、体育後に替えの

シャツを着用します。 

 

夏季 

〇 熱中症予防グッズ（クールリング等）を使う場合は、保護者からの連絡が必要で

す。なお、登下校（学校外）のみ、手をふさがないものに限ります。 

※紛失、故障については、責任を負いかねます。 

 

冬季 

〇 登下校時、ネックウォーマー、手袋、標準服の上着の上から防寒用ジャンパー（華美でないも

の、フードなし）は身につけてもよいです。 

〇 レッグウォーマー、イヤーウォーマー、マフラー、カイロは身につけません。 

〇 防寒のためのタイツ、レギンスは着用してもよいです。 


